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水害の激甚化（気候変動の影響による短時間豪雨の発生状況）
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■［短時間豪雨（80mm/h以上）の発生状況

■気候変動に伴う降雨量や洪水頻度の変化



「流域治水」 への転換
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○ 近年の水災害による甚大な被害を受け、既設計画を超過する洪水が発生するもの
へと意識の改革と、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係
者が協働して流域全体で対応する「流域治水」へ転換。

○ 近年の水災害による甚大な被害を受け、既設計画を超過する洪水が発生するもの
へと意識の改革と、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係
者が協働して流域全体で対応する「流域治水」へ転換。

流
域
治
水
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役割分担を明確にした対策

河川、下水道、砂防、海
岸等の管理者主体のハー
ド対策

河川区域等が中心の対策

河川区域や氾濫域において
対策を実施。

防災・減災が主流となる社会

治水対策
を転換

あらゆる関係者の協働による対策

国・都道府県・市町村、企業・
住民など流域全体のあらゆる関
係者による治水対策

あらゆる場所における対策

河川区域や氾濫域のみならず、
集水域を含めた流域全体で対策
を実施。
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流域治水とは （どんなもの？ なにをするの？）

〇流域治水とは、気候変動による水災害の増大に備え、流域全体のあらゆる関係者が
協働して水災害対策を行うという考え方です。
その対策は、 ①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

②被害対象を減少させるための対策
③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 の３つの柱からなり、

対策実施にあたっては、ハード・ソフト一体で多層的に進めていきます。
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流域治水とは （流域治水の対策例）

※出典：みんなで考えよう流域治水（福岡県）
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仙台市
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高城川流域
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吉田川・高城川における特定都市河川指定への取り組みと今後の予定

特定都市河川指定に係る法定意見聴取開始
［吉田川及びその支川（国土交通大臣）］（令和５年６月１６日完了）
［高城川及びその支川（宮城県知事）］（令和５年６月９日完了）

特定都市河川・流域の指定

「吉田川・高城川命と生業を守る流域治水推進計画」の策定・実施

これまでの取り組みと今後の予定

これまでの度重なる浸水被害を踏まえ、流域治水の推進を図るため、鳴瀬川流域治水協議会の
下部組織として吉田川流域治水部会を設置し、鳴瀬川水系吉田川及び高城川水系高城川にお
ける特定都市河川指定に向けた取り組みについて議論を開始

令和5年5月26日

令和5年7月18日

令和4年8月（指定に向けた議論を開始開始）

「吉田川・高城川命と生業を守る流域治水推進協議会」設立

実務者会議を設置し計画内容の具体検討を開始（第1回～第4回 ）

令和4年11月30日

吉田川流域治水部会において、吉田川流域及び高城川流域における特定都市河川指定の事務
手続きの調整を進めていくことを、宮城県、大崎市、大郷町、大和町等の流域関係市町村から同
意を得て手続きを開始

令和5年8月10日

令和6年度内（予定）

第2回「吉田川・高城川命と生業を守る流域治水推進協議会」

「吉田川・高城川命と生業を守る流域治水推進計画」素案作成

令和6年度6月4日

計画（素案）に対するパブコメ・住民説明会

令和6年度（6月～7月）

東北地方“初”鳴瀬川水系吉田川等・高城川水系高城川等を
特定都市河川に指定！

特定都市河川・特定都市河川流域図

◇第１回実務者会議 ： 令和5年10月19日

◇第２回実務者会議 ： 令和5年12月22日

◇第３回実務者会議 ： 令和6年3月 1日

◇第４回実務者会議 ： 令和6年4月25日

吉田川・高城川 命と生業を守る流域治水推進協議会 実務者会議開催状況

なりわい

なりわい

なりわい

なりわい

なりわい



7

特定都市河川指定によるメリットと計画策定検討における主な論点

特定都市河川指定にメリット

• 流域としての課題について、関係者間で認識・共有ができることとなる。

• 各管理者や自治体ごとに事業を進めてきたものが、流域全体で一つの目標に対し、同じ方向を向き進

めることにより、効果的な水災害対策の実施が図られることとなる。

• 事業採択要件の適用により国営総合農地防災事業との連携が可能となり、沿川農地等の内水被害

軽減に向けた事業実施とともに、生業である農業の持続に寄与する。

計画策定検討と主な論点
〇流域全体における現状と課題の把握と対策目標の設定

〇行政の取り組み

〇流域における貯留機能（流出抑制）の取組

・公共施設、民間施設等における雨水貯留の推進

〇流域の特徴である農業分野との連携

・排水機場の能力強化、田んぼダム取組拡大、ため池活用

〇既存施設の活用

・既存の防災調整池等の適切な維持管理、山間部の保水機能の維持

〇貯留機能保全区域、浸水被害防止区域等の設定の考え方の整理

〇ソフト対策関係（防災教育、避難等）
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［全18機関］


